
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE System D Inc.

最終更新日：2021年12月23日
株式会社 システム　ディ

代表取締役社長 藤田　雅己

問合せ先：管理部 075-256-7777

証券コード：3804

https://www.systemd.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを株主利益最大化に不可欠なものと位置づけており、業務執行に対する厳正な監督機能の実現、内部統制によ
る効率的な経営の実現を意識した組織作りに注力しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

２０２１年６月改訂後のコードに基づいて記載しております。

【補充原則１－２④】

当社は、現時点では議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は実施しておりませんが、今後、海外投資家の比率や実施した
際に発生する費用等を勘案したうえで、導入を検討してまいります。

【補充原則２－４①】

当社は、性別・国籍・採用形態等に捉われず、能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としております。そのため、女性・中途採用者の
管理職登用に積極的に取り組んでおりますが、現時点での当社の事業領域が国内のみである事から、外国人の管理職への登用実績はありませ
ん。また、具体的な目標設定や状況の開示については、今後の課題として検討してまいります。

なお、中長期的な人材育成方針と社内環境整備方針については、引き続き検討を進めてまいります。

【補充原則３－１②】

当社は、現時点では英語での情報開示・提供は実施しておりませんが、今後、海外投資家の比率や実施した際に発生する費用等を勘案したうえ
で、開示・提供を検討してまいります。

【補充原則３－１③】

当社は、企業価値の向上の観点から、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適正な
処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会
にもつながる重要な経営課題であると認識しております。

当社のパッケージ・ソリューションは、ユーザ様のサステナビリティを巡る課題に対し、真正面から具体的に寄与するソリューションであり、従来以
上にESG要素を強く意識したサービス提供をしてまいります。その過程で、当社の経営戦略・経営課題との整合性がわかりやすいサステナビリティ
についての取組みを開示できるように進めてまいります。

また、サステナビリティの取組みについては、環境に関する要素に加え、人的資本や知的財産への投資等の社会に関する要素の重要性が指摘さ
れている点も踏まえて開示することを検討しております。

【原則４－２．取締役会の役割・責務（２）】

当社取締役会は、適切なリスクテイクが会社の持続的な成長に不可欠と認識しているため、取締役から決議、検討すべき事項の提案があった場
合、各取締役に意見を求めたうえで、多角的かつ十分な検討を行い、迅速・果断な意思決定を行うよう努めております。

なお、当社取締役の報酬については、中長期的な業績と連動する報酬を設定しておりませんが、引き続き適切なインセンティブ付けを検討してま
いります。

【補充原則４－２①】

当社取締役の報酬については、確定額報酬である月額報酬、業績連動報酬である役員賞与ならびに役員退職慰労金とで構成しております。中長
期的な業績と連動する報酬については設定しておりませんが、引き続き適切な報酬制度を検討してまいります。

【補充原則４－２②】

当社取締役会では、中長期的な企業価値向上を見据え、また持続可能な視点に立ち中期経営計画を策定し、その過程でサステナビリティを巡る
取組みについて検討しております。これまでユーザ様のサステナビリティを巡る課題の解決に寄与してきたパッケージ・ソリューションの強化に加え
、自社内においては、積み上げてきた自己資本を有効に活用して、人的資本や知的財産へ有効な投資を行い、企業の持続的な成長に資する経
営資源の配分を行ってまいります。

その中核となるサステナビリティを巡る取組みにおける基本的な方針については、策定に向けて検討中です。その進捗状況については、取締役会
で定期的にフォローしてまいります。

【補充原則４－３③】

当社は、代表取締役を解任するための手続は定めておりませんが、代表取締役がその機能を十分発揮していないと考えられる場合、取締役会に
おいて代表取締役の解任を審議いたします。

【原則４－１０．任意の仕組みの活用】

当社は、各々の独立役員が、高度な専門的知識と豊富な経験を活かして取締役会の審議にあたっているため、独立した委員会を設置しておりま
せん。今後、必要に応じて設置を検討してまいります。



【補充原則４－１０①】

当社は、各々の独立役員が、高度な専門的知識と豊富な経験を活かして取締役会の審議にあたっているため、独立した委員会を設置しておりま
せん。今後、必要に応じて設置を検討してまいります。

【原則４－１１．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社取締役会は、知識・経験・能力のバランス及び多様性を有した取締役により取締役会を構成しており、人員規模も適正であると考えておりま
す。また、監査役には、財務・会計・法務に関する知識を有する弁護士・公認会計士を選任しております。

なお、取締役会全体としての実効性は確保されていると認識しておりますが、より有用な分析・評価方法を検討してまいります。

【補充原則４－１１①】

当社は、知識・経験・能力のバランス及び多様性を有した取締役により取締役会を構成しており、人員規模も適正であると考えております。なお、
スキル・マトリックスをはじめとしたスキル等の組み合わせの開示については今後検討してまいります。

また、外部機関において代表を務めている独立社外取締役はいるものの、一般事業会社での経営経験を有する独立社外取締役は現時点ではお
りません。引き続き適切な人材の登用を検討してまいります。

【補充原則４－１１③】

当社は、取締役会全体の実効性を分析・評価し、その結果を以後の取締役会の運営に活かすことは重要であると認識しています。しかしながら、
実効性の分析に係る枠組み作りや評価方法の検討には相応の時間を要する事から、現時点では実施しておりませんが、引き続き検討を進めて
まいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

当社は政策保有株式を保有しておりません。

【原則１－７．関連当事者の取引】

関連当事者取引を行う場合には、取締役会にてその内容及び性質に応じた適切な手続きを実施し、重要な取引については有価証券報告書等に
開示する事としております。また、年１回の役員向け関連当事者取引調査を実施し、監視を行っております。

【補充原則２－４①】

本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】をご参照ください。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は企業年金制度を設けておりません。

【原則３－１．情報開示の充実】

当社は、適切な情報開示を行うことが必要不可欠と認識しております。そのため、法令に基づく開示に加えて、ステークホルダーにとって重要と判
断している情報につき、様々な方法で開示しております。

（i）経営方針、経営戦略、経営戦術及び中期経営ビジョンを当社ホームページ・有価証券報告書等にて開示。

（ii）コーポレートガバナンスの基本方針をコーポレートガバナンス報告書等にて開示。

（iii）取締役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書等にて開示。

（iv）役割に応じた必要な能力・経験・知識等を総合的に判断して取締役会において選任を審議。役割に応じた機能を十分発揮していないと考えら
れる場合、取締役会において解任を審議。

（v）招集通知にて候補者の選任理由を開示。

【補充原則３－１③】

本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】をご参照ください。

【補充原則４－１①】

当社の取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、取締役会において決議すべき事項を取締役会規程を中心とした諸規程に記載し、委任
の範囲を明確に定めております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、社外取締役の独立性につき、東京証券取引所が示す独立性判断基準等を考慮して判断しております。

また、社外取締役の選定にあたっては、取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、専門的な知識と豊富な経験を持った人物を候補者として
選定しております。

【補充原則４－１０①】

本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】をご参照ください。

【補充原則４－１１①】

本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】をご参照ください。

【補充原則４－１１②】

当社の取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる十分な時間・労力を充てております。また、取締役及び監査役の主な
兼任状況については、事業報告等において開示しております。

【補充原則４－１１③】

本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】をご参照ください。

【補充原則４－１４②】

当社では、十分な知見を有した取締役・監査役を選任しております。さらに、取締役・監査役が職務執行に必要な際は、当社の関連資料の提供や



経営課題の説明等を随時行っております。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現のため、株主・投資家との対話が必要だと考えております。半期毎に投資家向け説明
会を開催して代表取締役が説明を行うとともに、株主・投資家からの電話取材やスモールミーティングを随時受け付けております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社トライ 900,000 13.85

堂山　達子 404,711 6.22

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON TREATY（常任代理人　香港上海銀行東京支店） 386,900 5.95

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRI

VATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8221-563114（常任代理人　香港上海銀行東京支店）
366,900 5.64

GOLDMAN SACHS & CO. REG(常任代理人　ゴールドマン・サックス証券株式会社) 334,000 5.14

QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. 107704(常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業

部)
254,700 3.91

京セラコミュニケーションシステム株式会社 250,600 3.85

株式会社滋賀銀行 200,000 3.07

堂山　遼 185,914 2.86

システムディ従業員持株会 181,959 2.80

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 10 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情



―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

奥野　卓司 他の会社の出身者

井上　幸雄 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

奥野　卓司 ○ ―――

【選任理由：取締役】

会社経営に関与したことはありませんが、教授
としての高度な専門的知識を有するとともに、「
情報人類学」の第一人者として情報に関する知
見が広く、社外取締役として、その職務を適切
に遂行して頂けると判断したため。

【選任理由：独立役員】

当該監査役と当社の間には取引関係が無く、
客観的で中立的な意思決定に影響を及ぼす事
象が無いと判断しているため。



井上　幸雄 ○ ―――

【選任理由：取締役】

会社経営に関与したことはありませんが、労務
分野における豊富な業務経験や知識、幅広い
人脈等を活かし、社外取締役として、その職務
を適切に遂行して頂けると判断したため。

【選任理由：独立役員】

当該監査役と当社の間には取引関係が無く、
客観的で中立的な意思決定に影響を及ぼす事
象が無いと判断しているため。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 員数の上限を定めていない

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会計監査人に清友監査法人を選任し、適正な会計処理及び透明な経営の確保に努めております。また、監査役は、会計監査人から監査計画の
説明を受けるとともに、内部監査室を含めた三者会議を実施して意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。当社では内部監
査室を設置して、企業活動における会計記録、業務運営の適否及び業務効率等の監査を行っております。監査役は内部監査室と必要に応じて情
報交換を行っており、また、合同して監査を実施することにより、効率的かつ効果的な監査を行っております。さらに、会計監査人（清友監査法人）
を含めた三者会議にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

渡邊　功 公認会計士

池上　哲朗 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）



k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

渡邊　功 　 ―――

【選任理由：監査役】

公認会計士としての高度な専門知識と高い見
識を有しており、社外監査役として、その職務
を適切に執行していただけると判断したため。

池上　哲朗 　 ―――

【選任理由：監査役】

会社経営に関与したことはありませんが、弁護
士としての高度な専門的知識と幅広い経験を
有しており、社外監査役として、その職務を適
切に遂行して頂けると判断したため。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

社外取締役である奥野卓司及び井上幸雄を独立役員として選任しております。両氏は取引所が定める独立性基準を満たしており、当社との間に
特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

現時点におきましては、取締役へのインセンティブ付与は、中長期的な経営の観点から実施しておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書及び事業報告にて、取締役の報酬総額を開示しております。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の役員の報酬は、各役員の役割及び職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

取締役の報酬は、確定額報酬である月額報酬、業績連動報酬である役員賞与、ならびに役員退職慰労金とで構成されております。月額報酬につ
いては、株主総会においてその総枠を決議し、取締役会により一任された代表取締役が個々の職責、貢献度、会社業績等を総合的に勘案して各
人別の報酬額を決定しております。

監査役の報酬は、確定額報酬である月額報酬ならびに役員退職慰労金とで構成されております。月額報酬については、株主総会においてその総
枠を決議し、監査役の協議により常勤・非常勤の別、業務分担等を総合的に勘案し、各人別の報酬額を決定しております。

役員賞与につきましては、当該事業年度の経常利益の水準を勘案し、各取締役の職責や貢献度等に応じた額を取締役会決議で決定したうえで
支給することとしております。

役員退職慰労金につきましては、職位、在職年数等に応じた当社「役員退職慰労金規程」に従って算出し、株主総会の承認を得たうえで支給する
こととしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役へは、管理部及び内部監査室が必要な情報提供や事前説明を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

取締役会は取締役9名（うち社外取締役2名）及び監査役3名によって構成されており、経営に関する重要な意思決定を行っております。取締役会
は毎月開催し、さらに臨時取締役会を随時開催できる仕組みを整えております。また、経営上の重要な意思決定を迅速に反映するために、各事
業部の事業部長職以上によって構成される経営会議を毎月開催しております。

監査役会は常勤監査役1名、非常監査役2名（社外監査役）によって構成されており、取締役の業務執行の監督や会計監査を行っております。監
査役会は月1回以上開催するものとしております。また、監査役は取締役会のほか、経営会議など社内の重要会議に出席しており取締役の業務
執行を監視しております。

また、企業活動における会計記録、内部組織、業務運営の適否及び業務効率の監査を通じて助言、勧告を行い、もって経営の合理化及び適正化
に資することを目的として内部監査室を設置しております。内部監査室は室長1名及び代表取締役から命ぜられた監査担当者によって構成されて
おり、定期的に監査及び指導を行っております。

当社は清友監査法人と会計監査契約を結んでおります。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、和田司、三牧潔の2名であります。また、
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の監査計画に基づき決定されており、直前事業年度の会計監査業務に係る会計補助者の構成は、公
認会計士2名、その他3名であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、前述のとおりのガバナンス体制を構築しております。

独立役員である社外取締役２名を含めた取締役会における意思決定と業務執行を行いつつ、社外監査役２名を含む監査役３名の体制で取締役
の業務執行の監督機能向上を図っております。

また、監査役会は取締役会・経営会議の場を中心に代表取締役と意見を交わしており、外部的視点から経営監視が行われると判断しているため
、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

実施していません。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社のＩＲ情報開示方針について、当社ＩＲサイトにて社外に公表しております。



個人投資家向けに定期的説明会を開催 随時、個人投資家向け説明会を開催しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

期末・第2四半期末後に、アナリスト・機関投資家向け説明会を開催しておりま
す。

あり

IR資料のホームページ掲載 掲載資料：決算情報・決算情報以外の適時開示資料・会社説明会資料

IRに関する部署（担当者）の設置 管理本部経営企画室

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

自社ホームページ等にて情報提供を行っております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）当社及び子会社の全ての取締役及び従業員に法令遵守を徹底する。

（２）内部監査を定期的に実施し、法令、定款及び社内規程に準拠して業務が適正に行われているかについて監査するとともに、その結果を代表
取締役へ報告し、被監査部門に対する具体的な指導を行う。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会並びにその他の重要な会議の意思決定に係る記録及び決裁した文書等については、法令および社内規程に従い適切に保存・管理する
。また、取締役及び監査役は、それらの文書を随時閲覧できるようにする。

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）取締役会並びにその他の重要な会議では、業務執行に関わる重要な情報や経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスクが発生した場合に
は、遅滞なく報告が行われる。

（２）内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告する。

（３）経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスク情報が判明した場合は、必要に応じて監査法人、顧問弁護士等の外部機関と協議し、適宜、助
言・指導を受け対策を講じる。

４．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）当社及び子会社は、法令、定款に基づき取締役会を設置する。取締役会は、取締役会規程に基づき、取締役全員をもって構成し、定期的に
開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督する。

（２）当社は、取締役会とは別に、取締役および各事業部門の主要メンバーで構成される経営会議を設置し、定期的に開催する。加えて、執行役
員制度を導入することで、取締役会における審議の充実と意思決定の迅速化を図る。

（３）当社は、子会社から定期的に業務執行及び財務状況の報告を受ける管理体制を構築している。

５．監査役がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人に関する事項、監査役の当該使用人に対する指示の実効性および当該使
用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、合理的な範囲で配置する。また、指揮命令権は
監査役に属するものとして、当該使用人の独立性を確保する。

６．当社及び子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）当社及び子会社の取締役および使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項および重要な社内情報等を速やかに監査役に
報告する。また、上記報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないよう確保する。

（２）監査役は、取締役会及びその他の重要な会議への出席を通じて、取締役の職務執行を監査する。

（３）監査役は、取締役会及びその他の重要な会議への出席を通じて、取締役および使用人から報告を求めることができる。また、その他監査役
が必要と認める事項についても、適宜、取締役および使用人から報告を求めることができる。

（４）監査役は、法令に定める権限を行使し、会計監査人及び社内の組織と情報の交換を行うなど連携を取り、当社の監査を行う。

７．監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務については、担当部署にて検討した上で、当該請求が当該監査役の職務の執行に必要でな
いと認められた場合を除き、速やかに支払その他の処理を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを基本方針とする。また、必要に応じて、警察、顧問弁護士等の外部専
門機関と緊密に連携し、組織全体として速やかに対応する。

Ⅴその他



１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の適時開示体制の概要は次のとおりです。

１．基本方針

金融商品取引に関連する法令及び金融商品取引所の諸規則を遵守し、当社の株主、投資家、及びその他の利害関係者のすべてに対して適時・
適切な会社情報を提供することを基本方針としております。

また、当社に対する理解を深めて頂くため、適時開示情報以外の有効な任意の情報につきましても、積極的な開示に努めております。

２．社内体制

管理部門管掌取締役を適時開示責任者と定め、情報管理ならびに適時開示を行っております。

また、各事業部門及び関係会社において重要な事実が発生した場合は、各事業部門及び関係会社の責任者が事実を確認した後、適時開示担当
者を通じて適時開示責任者に速やかに報告される体制となっております。

なお、当社では、管理本部経営企画室を適時開示に関する担当部署と定め、情報の把握・集約、情報の重要性の判断、開示資料の作成、適時開
示、当社ウェブサイトへの開示資料掲載等を行っております。

なお、開示の要否、開示資料の作成については、必要に応じて、金融商品取引所に事前相談を行うほか、弁護士・監査法人等のアドバイスを受け
ることとしております。

３．適時開示方法

決算情報および決定事実につきましては、各事業部門及び関係会社から集約した情報に基づき、あらかじめ開示の要否を確認したえうえで、取締
役会に付議します。その後、取締役会にて承認を受けた情報は、東京証券取引所が提供する適時開示情報システム（TDnet）にて情報開示担当
部署が速やかに開示を行う体制となっております。

発生事実につきましては、発生した情報を各事業部門及び関係会社が入手した場合、適時開示担当者を通じて適時開示責任者に速やかに報告
されます。その後、適時開示部門にて適時開示の要否を確認し、開示の必要がある場合には、代表取締役に発生事実の報告を行うとともに当該
代表取締役の承認を受けた後、TDnetにて情報開示担当部署が速やかに開示を行う体制となっております。

なお、TDnetにて開示した適時開示情報については、当社ウェブサイトにも速やかに掲載し、情報の透明性を積極的に確保しております。さらに適
時開示事項に該当しない情報についても、当社に対する理解を深めて頂ける有効な情報につきましては随時掲載しております。
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（うち社外取締役2名）

監査役会
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（うち社外監査役2名）

内部監査室

代表取締役

会計監査人
（清友監査法人）
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連携
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